
※1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第2号から第7号に定める基準 ※2 品確法第6条の2第3項に定める確認書
※3 「長期確認」とは品確法第6条の2第1項に基づく確認の求めのことを指す ※4 品確法第6条の2第2項に定める申請

（国土交通省  参考資料抜粋）

■ 申請の流れ

申請者 評価機関 申請者 所管行政庁
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※ 災害基準の評価に必要と考えられる書類については、各行政庁において別途定めることとする。

（国土交通省  参考資料抜粋）

■ 所管行政庁への認定申請に係る添付図書
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